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はじめに 

Ⅰ．序 

品川駅・田町駅周辺地域は都心の南に位置し、

東海道新幹線品川駅の開業に続き、羽田空港の

国際化を控え、利便性が高まっています。近年、

品川駅から田町駅にかけての海側を中心に様々

な開発が進められているとともに、大規模な

低・未利用地も多く、今後も相当規模の開発が

見込まれています。 

こうした状況から、東京都は平成 18 年 9 月

に「品川周辺地域都市・居住環境整備基本計画

（以下「基本計画」という）を策定しました。 

基本計画では、地域の３つの将来像を位置づ

けています。 
 

将来像１  環境モデル都市づくり 

将来像２  千客万来の都市づくり 

将来像３  東京サウスゲートの形成 

 
基本計画を踏まえ、地域全体については緩や

かな誘導の方向性を、地域整備の核となる優先

的に整備を進める地区等（以下「優先整備地区」

という）については、より詳細な整備の方向性

を示し、地域整備の誘導を図っていくため、「ま

ちづくりガイドライン」を策定します。 

 
Ⅱ．位置づけ 

本まちづくりガイドラインは、「地域全体編」

と、「個別地区編」で構成されます。 

[地域全体編] 

基本計画に示した本地域全体に共通する誘

導事項について、「まちづくりの作法」として

示します。 

本地域内の既決定の地区計画等は、今後、

地域全体編に沿うよう見直し改定されるよう

誘導します。 

[個別地区編] 

優先整備地区の各地区について、より詳細

なまちづくりの方向を示すものであり、今後、

具体的な整備計画が策定される際には、上位

計画として反映されるよう誘導します。 

今後、将来像の実現に向け、関係者とともに、

このまちづくりガイドラインに示す実現方策の

具体化に取り組んでいきます。 

なお、地域の整備状況等の進捗を踏まえ、必

要に応じて地域全体編・個別地区編を改定する

など、開発計画の誘導、進め方を勘案して、運

用していきます。 

 
 
まちづくりガイドライン【地域全体編】 

Ⅲ．環境モデル都市づくりに向けて 

環境モデル都市づくりに向けて公民が協調し、

様々な諸活動を展開していくために、共有でき

る目標となるスローガンを定めます。 

 
スローガン１ 環境に配慮した都市づくりの 

作法を持つ 

スローガン２ 風の道をつくる 

スローガン３ 水と緑のネットワークをつくる 
 
１．環境に配慮した都市づくりの作法を持つ 

公民協働による環境モデル都市実現に向けて、

環境への配慮事項を本地域でのルール＝都市づ

くりの作法として位置づけ、環境と調和したま

ちづくりを進めます。 

環境に配慮した都市づくり
の作法 

環境への配慮事項 

作法１ 
風の道をつくる 

・ 建築物の高さの制限・抑制 
・ 建築物の形態・配置の工夫 

作法２ 
水と緑のネットワークをつ
くる 

・ 地区整備に合わせた緑量確保 
・ 道路と沿道の緑化 
・ 屋上緑化・壁面緑化 
・ 高輪台地の緑と湧水の保全 
・運河の水質改善 
・運河空間の整備 

・ 建築物における環境配慮（建
築物のエネルギー高効率化、
省エネ対策） 

・ 庇や植樹等による都市の表面
温度を下げる工夫 

・ 下水再生水の活用 

・ 下水等再生可能エネルギーの
活用（下水熱等未利用エネル
ギーを活用した熱供給システ
ムの整備など） 

作法３ 
CO2削減など、環境に配慮し
た多様な取組 

・ 交通基盤施設整備等による環
境への取組（道路整備、環境
配慮型交通システムへの転
換・公共交通の利用促進） 
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２．風の道をつくる 

環境モデル都市づくりの最も特徴的なスロー

ガンとして「風の道をつくる」を掲げ、風の道

の確保に積極的に取り組みます。 

 
(1)風の道の設定 

・気流シミュレーションの結果に基づいて想定

される、主要な風の通り道(気流速度が約

4.0m/s 以上のエリア)を「風の道」として図

のように設定します。 

・主要な風の通り道以外にも運河の風の道を設

定します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2)風の道の確保のための担保方策 

風の道を担保する方策として、地区の土地利

用、建築物立地状況等の特性に応じた都市計画

等の制度を活用します。 
風の道を確
保する地区 

担保方策 制限内容 

優先整備 

地区 等 

再開発等 

促進区を 

定める 

地区計画 

等 

・地区計画の「地区整備方針」で風の道を
確保するために、風の道にかかる範囲
について建築物の最高高さを制限する
ことを示す。 

・地区整備計画の「区域」で建築物の最
高高さを制限する範囲の位置を示す。

・地区整備計画の「建築物等に関する事
項」として、風の道にかかる範囲内にあ
る建築物を原則、最高高さ 50ｍ以下に
制限することを定める。 

高輪台地

等 緑 と 歴

史 性 に 調

和 し た ま

ちづくりを

進 め る 区

域 

高度地区

・既に決定されている高度地区の運用

により、建築物は高さ 50ｍ以下とす

る。 

運 河 沿 い

の区域 

東京都 

景観条例

・臨海景観基本軸、水辺景観形成特別

地区では、水域から 50ｍの陸域で

は、一定規模（建築物の高さ 15m 以

上又は延べ面積 3,000 ㎡以上）の建

築物及び工作物の新築等においては

届出が東京都景観条例において義務

付けられているため、景観条例に基

づき、統一感のあるスカイラインの形

成など景観への配慮とともに、以下を

基本として誘導する。 

（A）主要な風の道にかかる範囲内の

建築物は、 

①現状以下 

②50ｍ以下（全体として風環境に配

慮した優良な建築計画） 

③50ｍ超（さらに特段の工夫をした、

より優良な建築計画のみ） 

（B）（A）以外 

①特に運河沿いでは、セットバックなど

の対策も実施 

②大規模開発は誘導により高さ 50ｍ

超での建築も可 

今 後 の 開

発 に お い

て、風の道

への配慮を

要請してい

くエリア 

 

・大規模建築物については、原則建築

物を高さ 50ｍ以下とし、50ｍ超で建築

する場合は建築物の見付け面積を主

風向対して最小にする等、特段の配

慮を行うことを要請する。 

※高さ制限の基準点は、品川区東品川 2 丁目 5（天王洲野球場脇」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※指定のない都有地においても、今後の建替、土地利用転換時

には「風の道」に配慮した建築計画とするよう図ります。 

図：風の道を確保するための方策 

図：風の道の位置 
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(3)風の道確保のための建築の作法(一般ルール) 

風の道を確保するため、風の道が位置する地区毎に制限に沿って誘導するとともに、本地域全体で、

個別の建築物のデザイン面でも、以下の一般ルールに沿った工夫を求めていきます。 

 
●建築物空間 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●道路空間や運河沿岸空間 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

３．水と緑のネットワークをつくる 

水と緑のネットワークを有効に形成すること

により、風の道の確保策との相乗効果を発揮す

ることも期待できます。本地域での緑・オープ

ンスペースの形成の作法として、次のような取

組を行っていきます。 

 

  

一定の隣棟間隔

主風向面の見つ

け面積の削減 

風の道の範囲に

オープンスペー

スを確保 

風の道の範囲で建

築物は高さ 50m

以下とする 

建築物の高さの違

いなどにより通風

を改善する 

ピロティや通路で

風の通りをつくる

主風向に沿って

道路の街路樹を

連続化 

建築物の高さを現状

以下もしくは 50m

以下とする 

護岸と運河沿いの街区と

の一体的なオープンスペ

ースを確保する 

隣接建築物間に通路

や植栽等を設け風の

通り道を確保する 

建築物の足元に空隙

を設け風の通り道を

確保する 

図：風の道を活かせる水と緑のネットワーク形成 
(基本計画) 
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(1)緑量の確保 

本地域では、2025 年を目途にみどり率を現

況値の約 2 割増加を目指して、地域特性に応じ

て積極的な緑化を進めます。 

区域 誘導方策 誘導内容 

優先整備 

地区 等 

再開発等 

促進区を 

定める 

地区計画 等 

・ まとまった緑地空間、オープンス

ペースの確保、積極的な屋上緑

化・壁面緑化 

・ 開発地区面積に対し、みどり率

約 40％以上を目標として緑化 

高輪周辺 

地区 

保全型の 

地区計画 

・ 現況の緑と湧水の保全 

・ 新規開発はできる限り緑を確保 

運 河 沿 い

の区域 

公 開 空 地 等

のみどりづくり

指針 

区緑化基準 

東京都 

景観条例 

等 

・ 大規模開発では都市開発諸制度

と合わせた運用により緑化を誘

導 

・ 芝浦・港南地区は、緑化基準の

強化等手法を検討しながら緑化 

・ 整備済み地区は、壁面や個別の

緑化、建築物更新に合わせた緑

の確保 

その他  ・ 風の道の確保に対する配慮と連

携しながら、緑化を誘導 

・ 都市開発諸制度を活用する大規

模開発では、条例等の水準以上

の緑を確保 

・ 一般開発についても区の緑化基

準を踏まえ、積極的な緑地・オー

プンスペースの確保を要請 

・ バルコニー等の既存の身近な生

活空間の緑化 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：みどりの誘導方策 

(2)風の道を活かす緑化のルール(一般ルール) 

 
●建築物の緑化 

・建築物の屋上緑化や壁

面緑化等による積極

的な緑化 

 
 

●敷地内の緑化 

・緑のネットワーク化 

・街区間の協調的な緑の

創出 

・風の道沿いのクールス

ポット、植栽の拡充 

 
●運河沿岸の緑化 

・風の道沿いの植栽拡充 

・運河沿いと表通りをつな

ぐ緑道の確保 

・動線と視線の連続性確保 

(3)魅力ある水辺空間の形成 

合流式下水道の改善(貯留施設整備等)や、芝

浦水再生センターの再構築により窒素・リン除

去に対応した水処理施設の高度処理化を進める

とともに、運河の汚泥浚渫などにより、運河の

水質改善を進めます。また、運河の汚泥浚渫の

実施や運河ルネッサンス協議会と連携したマナ

ー向上等の啓発運動等を促進します。 

また、運河沿いの植栽や桟橋の設置などによ

り親水性の確保を図るとともに、水辺の散歩道

の整備による歩行者空間のネットワーク化を図

ります。 

４．CO2 削減など、環境に配慮した多様な取組 

様々な分野における環境配慮の取組を進めるた

め、都市開発諸制度の運用にあたっては、省エネ

ルギーや CO2 排出削減に関する基準を盛り込む

など、環境に関する先進的な取組を都市づくりの

スケールで積極的に誘導していきます。 

 

まとまった 

緑の確保 

建築物 建築物 

建築物 建築物 

域 

出典：東京都環境局「壁面緑化ガイドライン」 
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屋上緑化、高日射反射率、高

放射長波放射率の塗装材使

用、顕熱排熱の削減 

壁面緑化、高日射反射率、高長

波放射率の塗装材・ガラス、色

彩の使用、低蓄熱性材料の使用

敷地内の植栽や

水面の創出 

ピロティや庇、ド

ライミスト等 

樹冠の大きな中高木

(落葉樹)の植栽 

道路散水や保水性舗

装の採用

涼やかな都市空間づくりへの多様な取組 

(1)建築物における環境配慮 

大規模開発を中心に、「東京都気候変動対策方

針」*の運用に加え、建築物のエネルギー高効率

化等による CO2 削減、省エネルギー対策として、

建築物の建設段階だけでなく運用、廃棄に至る

ライフサイクルを通じた取組を東京都環境確保

条例に基づく建築物環境計画書に記載し、評価

基準の段階３を目指すなどの運用を図ります。 

 

取組の枠組み 取組の例 

外部熱負荷 

削減 

・ 建築物外壁・屋根の高断熱化、窓部の断熱化・日射制

御（外ブラインド等）・空調、庇設置 

負荷平準化 

・ 下水熱等による地域熱供給の利用 

・ 地区レベルの蓄熱槽導入 

・ 多目的貯水槽（コミュニティタンク）の導入 

再生可能 

エ ネ ル ギ ー

利用 

・ 外気冷房、自然光利用 

・ 下水熱等の利用 

・ 太陽電池・風力発電等の導入 

省
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
・
使
用
の
合
理
化 

高効率 

設備機器 

等導入 

・ 高効率熱源機器・照明器具等の利用 

・ 中央制御システムと各種センサーを利用した空調・調光

等設備機器の最適制御 

・ 燃料電池 

・ コ・ジェネレーション※ 

資源の 

再利用 

・ 環境保全型の型枠材利用 

・ リサイクル材（骨材･鋼材等）・エコマテリアルの利用 

・ 水資源の有効利用（下水再生水利用・雨水利用、空調

ドレン水等） 

省
資
源
対
策 建築物の 

長寿命化 
・ 耐震構造の強化による建築物の耐久性向上 

建築物の 

被覆対策 

・ 屋上・壁面緑化 

・ 屋上部への高反射性材料利用 

・ 高蓄熱材料(コンクリート等)の代替材料利用 

敷地の 

被覆対策 

・ 敷地の緑化（中高木、パーゴラ等） 

・ 水面の導入 

ヒ
ー
ト
ア
イ
ラ
ン
ド

対
策

敷地表面の

熱負荷軽減 
・ 保水性舗装・遮熱性舗装の導入 

  

(2)涼やかな都市空間づくりへの多様な取組 

また、都市の表面温度を下げるため、日陰空

間をつくることや屋上緑化など多様な取り組み

を行います。 

(3)下水再生水の活用 

まちづくりと連動しながら、ヒートアイラン

ド対策として、保水性舗装の補給水、緑への散

水用水などとして下水再生水の利活用を誘導し

ます。 

(4)下水等の再生可能エネルギーの活用 

太陽光発電などの再生可能エネルギーの活用

とともに、本地域では豊富な下水熱等未利用エ

ネルギーの活用による熱供給システムの導入を

優先整備地区を中心に積極的に図ります。 

(5)交通基盤における環境配慮の取り組み 

道路交通の渋滞解消のための道路整備とあわ

せ、CNG・バイオディーゼル燃料等を利用した

環境配慮型交通システムも視野に入れた地区内

交通システムの整備の誘導や、歩行者ネットワ

ークの充実による自動車に過度に依存しないま

ちづくりを進めます。 

 

Ⅳ．千客万来の都市づくりに向けて 

－立地を促進すべき機能について－ 

基本計画においては、千客万来の都市づくり

を進めるために、東京の国際競争力の維持・発

展等の一翼を担う新しい経済・産業の拠点や文

化の発信拠点としての都市づくりが方向づけら

れています。本ガイドラインにおいては、基本

計画に基づき、本地域がもつ広域交通の拠点性

を活かし、国内外をつなぐサウスゲートにふさ

わしく、業務、商業、居住、文化、交流機能な

ど様々な機能が融合して魅力を発揮する新しい

国際的な拠点機能を有する都市を形成するよう、

以下の３つの柱に沿った都市空間整備メニュー

を例示し、今後地区における都市機能の立地を

誘導していきます。 

１ ビジネスの空間づくり 

２ 文化の空間づくり 

３ 居住の空間づくり 
 

※発電による顕熱排熱などにも配慮し、ヒートアイランド現象の緩和に貢献するよう誘導していく。 

建築物における環境配慮事項 
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１．ビジネスの空間づくり 

品川駅東口再開発などの既存の機能集積と連

携し、国内外の企業が立地するビジネス機能や

それらを支援する宿泊機能等のサポート機能、

ユビキタス技術を活用した観光施設案内等の移

動支援機能等の誘導を図ります。また、運河等

を活かした防災機能等の充実を誘導します。 

２．文化の空間づくり 

運河沿いの水辺空間を文化づくりの拠点とし

て位置づけ、国際的な交流空間となるよう文化

機能、観光機能、集客施設等の立地を誘導しま

す。また、ユニバーサルデザインによる空間づ

くりやユビキタス技術を活用した安心・安全・

快適に往来可能な環境整備を誘導します。 

３．居住の空間づくり 

多様な人々の生活空間として、環境配慮、運

河、自然、歴史、国際拠点などの地域の特徴を

生かした居住環境の形成を誘導します。 

また、教育施設や医療施設などの生活利便施

設の充実を図り安心・安全な居住環境の形成を

誘導します。 

－景観形成について－ 

千客万来の国際拠点にふさわしい都市として、

シンボリックで質の高い都市文化、品格のある

都市空間の形成、歴史や水辺を活かした都市型

の観光拠点形成を地元の協議会等と連携しなが

ら進めていきます。具体的には、以下の２つの

柱に沿った景観形成を誘導します。 

１ 運河や歴史的資産など固有の景観資源の

活用や環境配慮の取り組みと連携した景

観形成 

２ 大規模な土地利用転換や都市基盤施設の

整備などにあわせた景観の骨格形成 

１．運河や歴史的資産など固有の景観資源の活

用や環境配慮の取組と連携した景観形成 

景観形成の柱に沿った以下の視点を参考に、

また、臨海景観軸のエリアに準じた広告物への

配慮等も踏まえた景観形成を誘導します。 

(1)環境モデル都市としての景観 

風の道、水、緑をテーマにしたオープンスペ

ースの確保などによる景観形成を誘導します。 

 
 
 
 
 
 
 
(2)公共空間に面する建築物の景観 

道路や運河など一連の景観を形成する公共空

間の特性を明らかにし、特徴ある街並みの演

出を誘導します。 

(3)歴史的拠点周辺の景観 

歴史的建築物や樹木などの地域資源の保全と

相互のネットワーク化などを誘導します。 

(4)地形的特徴を活かした景観 

丘陵地からの視線や坂道の通景などに配慮し

た大規模開発の誘導により新旧市街地の一体

的な景観形成を誘導します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)固有の都市機能の保全・活用による景観 

ホテルなどの宿泊機能、品川浦の舟だまりな

どの遊びの空間を保全・活用し、来街者の集

まる観光拠点としての景観形成を誘導します。 

(6)東京湾岸の夜景・海上からの景観 

東京湾岸の施設集積による効果的な夜景の演

出など地域の夜の顔の PR を誘導します。 

運河に面して開放的な空間を設け、視界を確保する。 

既成市街地から臨海部に道路の軸線を通すことによって、奥
行きのある道路空間を確保する。機能的にも視覚的にも新旧
市街地が一体となる景観軸が形成される。 
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２．大規模な土地利用転換や都市基盤施設の整

備などにあわせた景観の骨格形成 

大規模な土地利用転換や東西連絡道路などの

都市基盤施設の整備にあわせた骨格的な景観形

成を誘導します。 

(1)拠点となる公共空間からの景観 

品川駅や新たに整備される東西連絡道路など

東京サウスゲートの象徴となる景観形成を誘導

します。 

 

Ⅴ．東京サウスゲートの形成に向けて 

基本計画では、東西分断を解消する道路ネッ

トワークの整備や広域アクセス拠点にふさわし

い結節点づくり、地区内のモビリティの強化、

環境モデル都市のための都市基盤づくり、公民

の協力や事業者間の調整などの方向が示されて

おり、本ガイドラインはより具体の方向を示し

ます。 

１．東西連絡性の強化・改善 

地域内の開発とも連動しながら東西方向の動

線となる道路整備を図ります。また、品川駅北

周辺地区の開発では、既存の幹線道路への過度

な交通負荷を軽減し、交通処理の円滑化を図る

ためにも、東西連絡道路の整備とそれとの接続

を誘導します。 

(1)環状 4 号線・東西連絡道路整備 

環状４号線は、「区部における都市計画道路の

整備方針（第三次事業化計画）」において優先整

備路線に位置付けられており、区部を連携する

ネットワークを形成し、都市機能を支えるとと

もに、主要ターミナルと一体となった開発など、

広域的な拠点の整備に資する道路として整備を

図ります。 

東西連絡道路は、本地域の今後の大規模開発、

とりわけ品川駅北周辺地区の地区開発等による

地区交通処理を担う道路として整備を図ります。

また、既存の幹線道路と接続することで広域的

な道路交通の改善も期待できます。 

開発と合わせた整備に向け、事業手法、整備

主体、費用負担のあり方について関係者間で調

整していきます。 

(2)その他関連する道路 

環状４号線との一体化を図る東西連絡道路の

ほかにも、関連する開発等とも連動しながら既

存施設の改良なども含め、地域の東西連絡性の

強化・改善に資する施設の整備を図ります。 

大規模な地区開発が想定される品川駅北周辺

地区内の道路は、地区内交通の適切な処理に資

するよう幹線道路に複数個所で接続するほか、

東西連絡道路とともに円滑な交通処理が可能と

なる道路ネットワークが整備されるよう地区開

発を誘導します。 

補助 146 号線 
（旧海岸通り） 

 
放射１号線 
（国道１号） 

放射 19 号線 
（国道１5号） 

京浜急行本線 

環状４号線 東西連絡道路 

図：環状４号線及び東西連絡道路の縦断線形イメージ 
（本イメージ図は、今後、関係者との検討・協議により構造等を決定していくために例示したものです。） 

芝浦水再生センター 

JR 東海道新幹線 

開発地区内道路 
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環状４号線沿道に位置するホテル街区等周辺

開発においては、開発区域の発生集中交通を適

切に処理できるよう地区内道路のネットワーク

整備を誘導します。 

 (3)京浜急行線品川第一踏切解消 

品川駅南側の交通の円滑化等地域の東西連絡

性の強化・改善を図る方策の一つとして、今後、

道路と鉄道の立体化の実現性について検討を進

めていきます。 

事業手法や整備主体、関連事業との整合、費

用負担のあり方を検討・調整していきます。 

２．新たな顔づくりによる結節点整備 

広域アクセスの拠点であり本地域の玄関とな

る品川駅西口は、国際拠点としてのウェルカム

ゲートにふさわしい空間形成が求められます。

そのため、密接に関連する駅前広場、東西自由

通路、駅施設などの機能の確保について、各事

業者の相互の協力を求めていきます。 

とりわけ、現在の駅前広場の規模・配置の変

更も伴うため、都市基盤施設としての駅前広場、

既存の鉄道施設、国道 15 号（放射１９号線）

拡幅や今後見込まれるホテル街区の建替え構想

図：都市基盤施設の整備の方向 
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等との空間的・事業的連携を図ります。 

(1)西口駅前広場再整備 

東京サウスゲートを構成する質の高い結節点

と位置付け、本地域の西側の玄関・顔となるシ

ンボル性の高い空間づくりを図るとともに、地

域交通を適切に担う交通広場として、駅西口の

将来交通需要や必要な機能、適切な動線に基づ

く規模、配置とします。 

鉄道交通と道路交通との乗継を円滑かつ効率

的に処理する「交通結節点機能」と、都市の玄

関口や人々との交流の場としての「都市の広場

機能」を備え、東西自由通路の西側延伸等も踏

まえた空間整備を図ります。 

また、導入空間の確保、事業手法、整備主体、

費用負担のあり方などについては、適切な時期

に関係する鉄道事業者・道路管理者・関係事業

者等の相互調整を進めていくこととします。 

観光バスや高速バスのターミナルなどについ

ては導入の可能性も含め、今後の周辺開発計画

の中で検討していきます。 

(2)歩行者ネットワークの整備 

来街者が円滑に移動できる歩行者ネットワー

クの骨格形成を周辺開発との連携を図りながら

ユニバーサルデザインの視点で誘導します。 

(3)水陸の交通拠点の形成 

水辺と後背地が出会う空間を文化づくりの拠

点として位置付け、国際性をもつ交流空間の形

成を図ります。 

東西連絡性の強化・改善を図る地区内道路の

整備と関連させながら、水陸交通拠点の整備を

誘導します。 

水陸の交通拠点の形成には、桟橋の設置等運

河空間の整備、交通拠点整備、関連道路整備、

開発地区整備等の連携が要されることから、こ

れら関係事業者間の調整を図っていきます。 

(4)周辺開発における交通処理施設の確保 

周辺開発においては、開発規模に応じた駐車

場、自転車・自動二輪車駐輪場等の交通処理施

設の整備を図ることとし、交通結節機能として

駐輪場については、必要に応じて適切な規模の

施設を駅周辺部において確保を図ります。 

放射１９号線（国道１５号）への交通負荷を

減じるため、駅西口周辺の商業施設内への物流

動線の確保、荷さばき施設の適切な整備を図り

ます。 

３．地区交通インフラの整備 

運河を活用し、地区外との交通連携を可能と

するとともに観光等にも資する水陸の交通拠点

の形成を誘導します。また、今後の地域の利便

性の向上に資するよう地区内の移動を円滑にす

る地区内交通システムの整備を誘導します。 

(1)地区内交通システムの整備 

本地域内の主要な交通発生集中箇所を循環ル

ートで結び、観光等にも資するよう周辺開発の

動向に応じ利用需要等を踏まえ、バス交通を含

む地区内交通システムの整備を誘導します。 

その際、環境モデル都市にふさわしく、環境

配慮型交通システムの実験的導入などに配慮し

た整備に留意します。 

４．地区整備等を契機とした展開 

・主要な都市基盤施設の整備主体・事業手法・

費用負担の考え方については、大規模地区開

発等とも関連させながら、関係者と調整のう

え決定します。 

・東西連絡道路は、大規模開発地の開発交通処

理にも資する道路として位置づけ、開発主体

が適切な整備費用を負担することを基本とし

ます。また、周辺道路への負荷を軽減するた

めの開発地区内道路についても、道路ネット

ワークの観点から整備を誘導し、開発主体が

適切な整備費用を負担することを基本としま

す。 

・東西自由通路の西側延伸にあたっては、利用

需要を踏まえるなど、公民において適切な整

備費用を負担することを基本とします。 

・地区内交通システムの導入や、水陸の交通拠

点の整備は、その具体的な整備の内容等に応

じて整備主体や費用負担について検討してい

くこととしますが、運営は民主体の事業とな

るよう誘導します。 
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まちづくりガイドライン【個別地区編】 

Ⅵ．地区別のまちづくりの考え方 

基本計画で方向付けられた 3 つの将来像にも

とづき、優先整備地区に位置づけられている品

川駅北周辺地区、品川駅西口地区、芝浦水再生

センター地区では、より詳細なまちづくりの方

向を示し、今後、具体的な整備計画が策定され

る際には、上位計画として反映されるよう誘導

します。 

１．品川駅北周辺地区 

品川駅北周辺地区では、主要な風の道が位置

するエリア(地区の北側)における建築物の高さ

を制限するとともに、隣棟間隔の確保等、風の

道に配慮した空間形成を誘導します。その他、

オープンスペースの緑の創出、屋上緑化や壁面

緑化など総合的な環境配慮を図ります。また、

東西連絡道路、地区内道路、歩行者デッキ等の

都市基盤施設の整備を誘導します。 

将来像 誘導の考え方 

環境モデ

ル都市 

・風の道に配慮した建築物の高さの制限と隣棟間

隔の確保 

・沿道緑化や庇の設置等による日陰空間の形成な

ど涼やかな都市空間の形成 

・屋上緑化や壁面緑化などによる緑の確保と歩行

者ネットワークと連携したみどりのネットワ

ーク形成（環境軸の形成） 

・下水再生水の利用や下水熱等未利用エネルギー

の活用による熱供給システムの導入と管路整備

千客万来 

・大規模な土地利用転換地区としての特色を活か

し、新しい都市開発のモデルとなる職、住、遊、

交流などの複合的な機能集積 

・来街者、観光客の利便性に配慮したサイン計画

・ユビキタス等の先端技術を活かした移動支援機

能等(観光案内施設等)の充実 

・沿道の壁面後退等による一体的な街並みの形成

や環境配慮と連携した象徴的な景観形成 

東京サウ

スゲート 

・開発による地区交通を適切に処理する東西連絡

道路の整備 

・円滑な交通処理が可能となる地区内道路の整備

・歩行者ネットワークの形成 

・関連する開発等とも連動しながら既存施設の改

良も含めた地区の東西連絡性の強化・改善に資

する施設の整備 

・駅前広場機能の充実など交通結節機能の確保 

２．品川駅西口地区 

品川駅西口地区では、風の道に配慮し、建築

物の形状や配置の工夫、隣棟間隔の確保等によ

る空間形成を誘導します。また、既存の緑の保

全と活用、屋上緑化や壁面緑化など総合的な環

境配慮を誘導します。また、品川駅西口駅前広

場機能の充実や環状４号線の整備、東西自由通

路の西側延伸等の都市基盤施設の整備を誘導し

ます。 

将来像 誘導の考え方 

環境モデ

ル都市 

・風の道に配慮した建築物の形状や配置の工夫、

隣棟間隔の確保 

・既存の緑地や崖線の緑、湧水等の保全とみどり

のネットワーク(環境軸)の拠点となる緑地空間

の確保 

・下水再生水の利用や下水熱等未利用エネルギー

の活用による熱供給システムの導入と管路整

備 

千客万来

・既存の宿泊機能集積等を活かした世界で通用す

るコンベンション機能の強化 

・国際都市としてのホスピタリティを支える商業

機能など都市型リゾート機能の充実と業務・住

居機能の充実 

東京サウ

スゲート

・地区内の開発とも連動した環状 4 号線の整備 

・開発区域の交通を適切に処理できる地区内道路

の整備 

・国道 15 号の拡幅等とあわせた交通結節機能の

確保 

・東西自由通路の西側への延伸等歩行者ネットワ

ークの整備 

３．芝浦水再生センター地区 

芝浦水再生センター地区では、主要な風の道

が位置するエリア(地区の中央部)における建築

物の高さを制限するとともに、大規模緑地の確

保、隣棟間隔の確保等を前提とした空間形成を

誘導します。また、水辺への近接性を活かした

水陸交通拠点機能の整備誘導と、水辺に開かれ

た文化機能等の誘導により特色ある都市づくり

を誘導します。 

将来像 誘導の考え方 

環境モデ

ル都市 

・風の道に配慮した建築物の高さの制限と隣棟間

隔の確保 

・下水道施設の再構築とあわせた公園機能の拡充

などによるまとまった緑地空間の確保 

・道路、公園、歩行者ネットワーク、屋上緑化や

壁面緑化等の連携によるみどりのネットワー

ク形成(環境軸の形成) 

・下水再生水の利用や下水熱等未利用エネルギー

の活用による熱供給システムの導入 

千客万来

・水辺を活かした広域的な集客機能や都市型観

光、文化機能の充実 

・スケールメリットを活かした業務、商業等の機

能の誘導 

・環境配慮と連携した一体的な景観形成 

・運河に顔を向けた建築物の誘導などによる水辺

の一体的な景観形成 

東京サウ

スゲート

・開発による地区交通を適切に処理する東西連絡

道路の整備 

・関連する開発等とも連動しながら既存施設の改

良も含めた地区の東西連絡性の強化・改善に資

する施設の整備 

・水陸交通拠点機能の形成 

・歩行者ネットワークの形成 
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●図：優先整備地区の誘導イメージ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

関連する開発等とも

連動しながら既存施

設の 改良 な ども含

め、地域の東西連絡

性の強化・改善に資

する施設の整備 

駅前広場機能

の充実

開発による地区交通を適切に

処理する東西連絡道路の整備

円滑な交通処理が

可能となる地区内

道路の整備 

集約的な高層化を図るエリア 

【環境への配慮】 

・風の道に配慮した建築物の形状や配置の工夫、十分な

隣棟間隔の確保 

・風の道にも配慮したまとまった緑やオープンスペースの

確保 

・涼を感じられる都市空間の形成に配慮し、樹冠の大きな

樹木の植栽や庇、ルーバー等の設置誘導 

・下水熱等未利用エネルギーの活用による熱供給システ

ムの導入と管路の整備 

【導入機能】 

・スケールメリットを活かして業務、商業等の機能等を配置

するエリア 

・国際交流機能や観光機能を配置するエリア 

【景観形成】 

・隣棟間隔の確保や統一感のあるスカイラインの形成など

による環境配慮がみえる景観形成 

歩行者ネットワークの形成

国道 15 号の拡幅等にあわせて風の道に配慮し

ながら、新しい顔にふさわしい土地の有効利用

を図るエリア 

・交通結節機能の確保、緑のネットワークの形

成 

高さを制限するエリア 

【環境への配慮】 

・主要な風の道に配慮した建物高さの制限 

・主要な風の道にも配慮したまとまった緑やオープンスペー

スの確保 

・涼を感じられる都市空間の形成に配慮し、樹冠の大きな

樹木の植栽や庇、ルーバー等の設置誘導 

【導入機能】 

・複合的機能(商業、業務、居住機能等)の誘導 

・国際交流機能等も立地の可能性有 

・地域内開発とも連動した環４の整備 

・環 4 の沿道と一体となったみどりの

ネットワーク形成 

隣接地域に配慮しつつ、集約的に高層化しながら広い空地、緑地を確保し、

大規模緑地を形成するエリア 

【環境配慮】 

・風の道に配慮した建築物の形状や配置の工夫、十分な隣棟間隔の確保 

・既存の緑地や崖線の緑、湧水等の保全とそれらと一体となった緑の確保 

・地区内の緑地や沿道の緑化による緑のネットワークの形成と拠点となる緑地空

間の形成 

【導入機能】 

・既存の機能集積を活かした国際的な交流・観光機能および宿泊機能の充実 

・業務・商業機能の充実・居住機能の導入 

東西自由通路の西側延伸等 

歩行者ネットワークの整備 

集約的な高層化を図るエリア 

【環境配慮】 

・風の道に配慮した建築物の形
状や配置の工夫、隣棟間隔の
確保 

・風の道に配慮したまとまった緑
やオープンスペースの確保 

【導入機能】 

・スケールメリットを活かした業
務、商業等の機能の誘導 

高さを制限するエリア 

【環境配慮】 

・主要な風の道に配慮した建築物高さの制限、形状や配

置の工夫、十分な隣棟間隔の確保 

・主要な風の道にも配慮したまとまった緑やオープンスペ

ースの確保 

【導入機能】 

・大規模公園・緑地を誘導 

・水辺の賑わい機能を誘導 

【景観形成】 

・他地区等との一体的なスカイラインの形成などによる環

境配慮がみえる景観形成 

下水再生水の利用 

下水熱等未利用エネルギーの活用による熱供給システムの導入と管路の整備

水陸交通拠点機

能の形成 
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Ⅶ．具体的な誘導のイメージ 

国道 15 号などの道路や品川駅西口の駅前広

場等の主な都市基盤施設ならびに運河空間や沿

道、水辺の建築物等の誘導を図るため、それぞ

れについてのより具体的な誘導イメージを示し

ます。 

 
●道路および沿道空間の誘導イメージ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●運河空間の誘導イメージ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●建築物の高さ、スカイラインの誘導イメージ 

 
 
 
 
 
 
 
 

計画監理に基づくまちづくりガイド

ラインの運用 

Ⅷ．計画的なまちづくりの誘導の考え方 

基本計画で示されている優先整備地区等につ

いて計画段階から運営段階まで一貫した方針の

もとに調整・誘導をはかり、計画的なまちづく

りを図ります。 

１．市街地整備段階における計画・事業調整 

ガイドラインで示した都市基盤施設の整備に

関して計画・事業調整を図るなど、市街地整備

の各段階において、より具体的な整備内容や事

業手法、整備主体、費用負担のあり方について、

優先整備地区内の地権者・開発者による開発計

画の検討とも連携しながら、計画監理を行いま

す。 

 

２．機能立地段階における誘導やまちづくりガ

イドラインの管理 

優先整備地区においては、今後まちづくりガ

イドラインに沿って関係者との計画協議等を行

います。また、まちづくりの進捗にあわせてま

ちづくりガイドラインを改定するなど、計画監

理を行います。 

 

３．まちの成熟段階におけるまちの価値の創

出・維持・増進 

まちづくりガイドラインに沿って、優先整備

地区だけに留まらず地域全体が価値の維持や増

進を図る観点かの計画監理やまちづくりをリー

ドする地元まちづくり組織等の設立・育成を図

ります。 

 
 
Ⅸ．品川駅・田町駅周辺地域における計画

監理 

１．計画監理の対象 

計画監理の重点的な対象地区（重点監理地区）

として基本計画で位置づけられている３つの優

先整備地区を設定します。 

保 水性 舗装

材等の利用 

沿 道 緑 化 に よ る

「環境軸」の形成 

沿道街区との一

体的な利用 

低層部への開か

れた機能の誘導

樹 冠の 大き

な樹木 

庇 やル ーバ

ーの設置 

屋 上緑 化や

壁面緑化 

運河に開かれた

建築物の誘導 

多様な活動が可

能な運河空間 

樹冠の大きな樹木によ

る運河沿いのみどりの

ネットワーク形成 

保水性舗装材等

の利用 

観光スポット等を連絡する

水上ネットワークの充実 

運河沿い敷地と護岸施

設との一体的な利用 

ベンチ等のスト

リートファニチ

ュアの充実 

高層部での統一感のあ

るスカイラインの形成

隣棟間隔

の確保 

風の道の高さ

での連続性 

見付け面積

の最小化 風の道 
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また、その他高輪周辺地区や品川浦周辺地区

などの一般的な地区においても本ガイドライン

に沿ったまちづくりを誘導する対象として位置

づけます。これらの地区においては、都市開発

諸制度を活用する計画などについて都・区・開

発者等との計画協議を通じて本ガイドラインに

沿った市街地整備の誘導を図ります。また、将

来的には基本計画等を踏まえた地区計画を活用

した協議や地元まちづくり組織等による自主的

な計画監理等の実施を図ります。 

 
２．重点監理地区における計画監理の方策 

重点監理地区では、関係者の役割等を踏まえ、

計画監理すべき事項や事業の主体について整理

します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３．計画監理の進め方 

具体的な計画の進行管理は、重点監理地区に

おける関係者と都・区との協議等を通じて進め

ていきます。 

まず、優先整備地区の整備と密接に関連する

環状４号線・東西連絡道路並びに品川駅西口駅

前広場等の整備に向けて、都と区、関係者から

なる検討・調整組織により、優先整備地区の市

街地整備との計画・事業調整を図りながら、よ

り具体的な整備内容や事業手法、整備主体、費

用負担のあり方、さらには将来の維持管理のあ

り方について、合意形成を図っていきます。 

その際、都市再生推進事業に基づく整備計画

の策定等、公的支援のあり方についても検討を

進めます。 

また、必要に応じ、都市開発諸制度の活用に

係る都・区と関係者との計画協議等も並行して

行います。 

優先整備地区以外の一般的な地区においては、

運河ルネッサンス推進地区協議会など個別地区

における既存協議会との連携を図ります。 

今後、計画監理の進展やまちの成熟度の進捗

をみながら、必要に応じて本ガイドラインの改

定を行っていきます。 

 
 
 
 

まちづくりにおける「計画監理」とは 

都・区と開発者等との計画協議や、地元まちづくり

組織による自主管理を通じて、地域における都市基

盤施設整備など市街地整備や施設の維持管理、都市

機能の立地、地域の価値創造が、まちづくりの上位

計画の趣旨にのっとって行われているかどうかを、

監視（モニタリング）し、促進（ファシリテーショ

ン）することをいう。 

特定の指標に関する定点観測や特定の機関が実施

する調査による捕捉・追跡も含む。 

計画監理の視点 

・当該地域のまちづくりが目標実現に資するものかどうか 
・地域全体・個別地区の整備方向にのっとっているかどうか 
・項目ごとの誘導イメージにのっとっているかどうか 
・開発内容と公共貢献等のあり方がバランスのとれたものであ
るかどうか 

計画監理対象＝個別地区の整備計画・事業計画等 

計画協議等で計画監理すべき事項 

 ・都市基盤施設整備等の市街地整備のあり方 
・基盤施設等の維持管理 
・都市機能の立地・導入 
・地域の価値創造・維持・増進に関する実施内容 
・指標に係る個別地区の目標値 
・整備手法・事業主体・費用負担 
・公的支援策、許認可事項 等 

計画監理の 
手段 

 計画 
協議 

 特定の施設に係る 
計画調整 

都・区 
開発者 等 
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